
別
府
の
秋
葉
神
社
考

　
秋
葉
町
旧
西
海
道
（
別
名
旧
国
道
）
筋
に
秋
葉
神
社
が
あ
る
。

平
成
五
年
頃
ま
で
、
社
の
拝
殿
に
「
秋
葉
神
社
由
来
　
謹
写
」
と

し
た
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
社
殿
の
屋
根
ふ
き
替
え
工
事
以

降
、
い
か
な
る
理
由
か
は
知
ら
な
い
が
、
額
は
衆
人
環
視
の
場
か

ら
姿
を
消
し
其
れ
に
替
わ
っ
て
、
表
参
道
に
新
「
別
府
秋
葉
神
社

由
来
記
」
が
掲
示
さ
れ
た
。

一
　
創
建
由
来
記

　
拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
由
来
記
は
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）

海
門
寺
∵
田
和
尚
に
よ
っ
て
、
秋
葉
正
一
位
大
権
現
（
当
時
の
秋

葉
神
社
の
呼
称
）
創
建
奉
祀
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、

昭
和
三
十
七
年
当
時
の
宮
総
代
山
村
邦
夫
氏
が
謹
写
し
て
、
「
秋

葉
神
社
由
来
」
と
し
て
奉
納
し
た
も
の
で
、
額
文
は
次
の
通
り
で

あ
っ
た
。

額
文

秋
葉
神
社
由
来
謹
写

享
保
十
乙
巳
年

大
工

安
　
部
　
和
　
也

徳
嶋
松
衛
門

奉
建
立
　
秋
葉
正
一
位
大
権
現
宮
殿
　
　
一
宇
敬
白

四
月
二
十
七
日
　
願
主
　
別
府
村
　
堀
助
之
蒸
源
吉
秋

咸
庖
之
理
其
不
差
若
響
吉
聾
祈
秋
葉

山
正
一
位
大
権
現
以
慈
悲
心
為
以
威

烈
為
形
神
徳
昭
々
庖
験
惟
新
常
牽
百

千
巻
腸
以
火
充
三
昧
為
遊
戯
矣
吾
寺

所
在
別
府
之
郷
地
頭
南
海
風
揚
塵
古
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今
無
奈
火
災
屡
困
聴
彼
神
影
之
在
阿

岐
盲
際
禅
寺
合
村
言
議
遺
帽
荒
金
溝

口
等
三
氏
拝
請
於
影
宵
際
精
舎
来
面

新
開
地
基
創
建
四
五
宇
不
詳
方
社
如
法

遷
宮
去
矣
責
享
保
九
甲
辰
年
三
月
二

十
八
日
専
所
祈
一
村
永
無
祝
融
之
受

比
屋
恒
者
豊
穣
之
慶
雖
将
来
共
仰
崇

神
徳
臨
時
之
祭
儀
疎
怠
以
之
為
記

諸
居
　
　
千
秋

　
　
　
　
　
豊
後
国
速
見
郡
別
府
村

　
　
　
　
　
　
海
門
禅
寺
現
生
　
　
▽
田
　
記
焉

拝
読
使

堀
萬
右
衛
門
源
吉
保

荒
金
兵
左
右
衛
門
行
永

溝
口
武
兵
衛
尉
茂
啓

　
額
文
書
き
下
し
（
指
導
田
本
政
宏
氏
）

　
咸
吃
（
か
ん
お
う
）
の
理
は
、
そ
の
差
（
た
が
）
は
ざ
る
こ
と
、

響
応
し
て
声
の
析
る
が
若
（
ご
と
）
し
。
秋
葉
正
一
位
大
権
現
は
。

秋葉神社由来
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慈
悲
の
心
を
以
（
も
ち
）
い
て
、
威
列
を
以
て
形
と
為
す
。
神
の

徳
は
昭
（
あ
き
）
ら
か
な
り
。
昭
応
の
験
（
し
る
し
）
は
、
惟

（
こ
れ
）
新
に
し
て
、
常
に
百
千
の
脊
族
を
牽
（
ひ
き
い
）
て
、

火
の
三
昧
（
さ
ん
ま
い
）
を
充
た
す
を
以
て
遊
戯
（
ゆ
げ
）
と
為

す
。
吾
が
寺
の
所
在
は
、
別
府
の
郷
。
地
は
顛
（
ゆ
が
）
み
、
南

海
の
風
は
塵
を
揚
げ
、
古
今
火
災
を
奈
（
い
か
ん
）
と
も
す
る
無

く
、
屡
（
し
ば
し
ば
）
困
（
く
る
）
し
む
。
彼
の
神
彩
の
安
岐
の

実
際
禅
寺
に
在
る
を
聴
き
、
村
を
合
し
て
言
議
し
、
堀
・
荒
金
・

溝
口
等
三
氏
を
遺
（
や
り
）
て
、
彩
を
実
際
精
舎
に
拝
請
し
て
来

　
感
唐
（
仏
教
用
語
）
…
…
…
感
は
衆
生
、
庖
は
仏
。
衆
生
と
仏

と
が
仏
心
で
相
通
じ
る
こ
と
で
、
即
ち
信
心
が
神
仏
に
通
じ
る
こ

と
。
　
　
　
理
…
…
…
と
り
は
か
ら
う
。
　
　
　
響
応
・
：
…
…
人

の
言
動
に
応
え
て
直
ぐ
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
。
　
　
　
威
烈

（
仏
教
用
語
）
…
…
…
仏
の
威
光
。
　
　
　
照
応
…
…
…
は
っ
き

り
反
応
す
る
。
　
　
　
験
（
仏
教
用
語
）
…
…
…
…
修
業
や
祈
祷

の
成
果
・
反
応
。
　
　
　
拳
族
…
…
…
一
族
。
　
　
　
三
昧
（
仏

教
用
語
）
…
…
…
他
念
な
く
Ｉ
っ
の
こ
と
に
集
中
し
て
物
事
を
な

す
こ
と
。
　
　
遊
戯
（
仏
教
用
語
）
…
…
…
仏
・
菩
薩
の
心
に

ま
か
せ
て
優
遊
自
在
に
活
動
す
る
こ
と
。
　
　
　
邱
み
…
…
…
ま

が
る
、
ひ
ず
む
。
　
　
　
無
奈
…
…
…
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

ｉ
ｏ

’
Ｖ

神
彩
…
…
…
神
の
画
像
。

で
招
き
迎
え
る
こ
と
。

拝
請
…
…
…
｛
暉
ん

言
議
…
…
…
評
議
す
る
こ
と
。

方
社
…
…
…
四
方
方
位
の
神
の
こ
と
で
次
の
五
柱
神

　
　
中
央
の
神
・
天
八
降
魂
命
（
ア
メ
ノ
ヤ
ク
ダ
リ
タ
マ
ノ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
）

　
　
東
方
の
神
・
天
八
十
萬
魂
命
（
ア
メ
ノ
ヤ
ソ
ョ
ロ
ズ
タ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ミ
コ
ト
）

　
　
西
方
の
神
・
天
八
百
日
魂
命
（
ア
メ
ノ
ヤ
ホ
ヒ
タ
マ
ノ
ミ
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方
社
（
ほ
う
し
ゃ
）
は
法
の
如
く
遷
宮
し
去
る
。
…
…
…

　
（
途
中
欠
字
の
為
こ
の
あ
た
り
の
書
き
下
し
は
不
確
実
）

実
に
享
保
九
甲
辰
の
年
三
月
二
十
八
日
。
専
ら
祈
る
所
は
一
村
に

永
（
と
こ
し
え
）
に
祝
融
（
し
ゅ
く
ゆ
う
）
の
変
無
か
ら
ん
こ
と

な
り
。
此
の
屋
、
恒
（
つ
ね
）
は
豊
穣
の
慶
に
し
て
、
将
来
神
徳

を
仰
崇
す
る
を
共
に
す
る
と
雖
も
（
い
え
ど
も
）
、
臨
時
の
祭
儀

は
疎
怠
せ
ん
。
之
を
以
て
記
と
為
す
。

語
句
の
解
釈



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
）

　
　
　
南
方
の
神
・
天
五
十
合
魂
命
（
ア
メ
ノ
イ
ソ
ア
イ
タ
メ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
コ
ト
）

　
　
　
北
方
の
神
・
天
三
降
魂
命
（
ア
メ
ノ
ミ
ク
ダ
リ
タ
マ
ノ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
）

　
法
…
…
…
教
義
。
　
　
祝
融
之
変
…
…
…
祝
融
は
火
の
神
、

祝
融
之
変
で
火
災
の
こ
と
。

　
額
文
の
大
意

　
秋
葉
大
権
現
に
、
火
防
（
ひ
ぶ
せ
）
祈
願
を
す
れ
ば
、
大
権
現

は
直
ち
に
一
族
の
神
々
を
従
え
て
火
防
鎮
護
を
行
い
、
そ
の
霊
験

の
あ
ら
た
か
な
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
当
時
の
別
府
は
、
海
が
入
り
込
み
、
常
に
海
よ
り
の
風
は
砂
を

巻
き
上
げ
る
ほ
ど
強
く
吹
き
、
一
旦
火
災
が
発
生
す
る
と
消
す
術

も
な
く
、
昔
よ
り
大
火
災
と
な
っ
て
村
人
を
苦
し
め
て
い
た
。

　
　
「
火
防
の
神
」
秋
葉
大
権
現
の
御
画
像
が
、
国
東
安
岐
の
曹
洞

宗
海
印
山
実
際
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
を
聴
き
、
別
府
の
地
に
火

災
が
起
き
な
い
よ
う
秋
葉
大
権
現
の
神
霊
を
勧
請
す
る
か
、
村
中

で
評
議
を
か
さ
ね
、
享
保
九
年
三
月
二
十
八
日
に
次
の
と
お
り
決

し
た
。

　
一
、
新
開
地
に
面
し
た
仲
町
に
、
堀
助
之
丞
吉
秋
が
願
主
と
な
っ

て
新
し
く
社
殿
を
建
て
、
秋
葉
大
権
現
と
四
方
方
位
の
五
柱
禰
‥
を
、

共
に
奉
祀
し
奉
る
こ
と
。

　
一
、
堀
・
荒
金
・
溝
口
の
三
氏
を
、
秋
葉
大
権
現
の
勧
請
使
者

と
し
て
実
際
寺
に
派
遣
す
る
。

　
一
、
秋
葉
大
権
現
は
、
「
火
防
の
神
」
で
あ
る
と
共
に
「
五
穀

豊
穣
の
神
」
で
あ
る
の
で
、
村
人
は
こ
ぞ
っ
て
大
権
現
を
信
示
・
し
、

火
防
と
五
穀
豊
穣
を
一
心
に
祈
願
す
る
こ
と
。

　
一
、
大
権
現
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
、
大
祭
は
勿
論
、
例
祭
に
お

い
て
も
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
額
文
に
よ
っ
て
判
っ
た
事

　
一
、
当
時
の
名
称
は
、
秋
葉
大
権
現
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
祭
神

は
秋
葉
山
三
尺
坊
大
権
現
で
あ
っ
た
。

　
二
、
建
立
当
時
は
、
神
殿
だ
け
で
拝
殿
は
無
か
っ
た
。

　
三
、
神
殿
を
建
築
し
た
の
は
、
鶴
崎
（
徳
嶋
）
大
工
で
あ
る
。

　
四
、
神
社
地
の
東
側
一
帯
は
、
慶
長
の
大
地
震
に
よ
り
海
が
埋

ま
っ
て
出
来
た
新
開
地
で
あ
っ
た
。
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五
、
秋
葉
神
社
の
名
称
と
祭
神
の
祠
具
槌
命
は
、
明
治
初
年
神

仏
分
離
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
六
、
秋
葉
大
権
現
の
勧
請
は
、
安
岐
曹
洞
宗
実
際
寺
か
ら
で
あ

り
、
海
門
寺
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

二
　
祭
神
の
秋
葉
大
権
現

　
静
岡
県
周
智
郡
春
野
町
と
磐
田
郡
竜
山
村
と
の
境
に
、
標
高
八

六
六
メ
ー
ト
ル
の
秋
葉
山
が
あ
る
。

　
秋
葉
山
は
、
上
古
よ
り
神
体
山
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
た
。

『
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
に
「
岐
気
保

神
従
五
位
下
」
の
神
位
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
『
遠
江
国
風
土
記

伝
』
に
は
、
「
岐
気
保
神
の
岐
気
は
秋
葉
の
古
語
で
、
保
は
火
な

り
」
と
の
意
味
の
記
述
が
あ
り
、
「
火
」
の
神
が
宿
る
山
と
し
て

崇
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
山
中
に
、
秋
葉
大
権
現
（
秋
葉
山
の
守
護
神
）
を
祀
る
上

社
と
、
共
に
大
登
山
秋
葉
寺
が
あ
り
、
神
仏
分
離
以
前
の
両
者
は
、

一
体
と
な
っ
て
秋
葉
信
仰
の
メ
ッ
カ
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
が
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
秋
葉
寺
は
解
体
と

な
り
、
秋
葉
大
権
現
は
可
睡
斎
（
曹
洞
宗
静
岡
県
袋
井
市
久
能
）

に
移
ら
せ
ら
れ
、
上
社
が
祭
神
を
火
之
迦
具
土
命
と
す
る
秋
葉
神

社
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
太
政
官
布
告
「
神
仏
分
離
の
令
」
の
要
旨
を
記
す
。

　
　
　
神
仏
分
離
の
令

　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
元
年
三
月
二
八
日
　
太
政
官
第
一
九
六
）

　
一
、
中
古
以
来
某
権
現
或
ハ
牛
頭
天
王
之
類
其
外
仏
語
ヲ
以
神

　
　
　
号
二
相
称
候
神
社
不
少
候
何
レ
モ
其
神
社
之
由
緒
委
細
二

　
　
　
書
付
早
々
可
申
出
候
事
　
　
（
以
下
略
）

　
昭
和
二
七
年
に
、
秋
葉
神
社
は
全
国
秋
葉
神
社
の
総
本
宮
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
秋
葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
（
通
称
秋
葉
神
社
）
と
改

称
し
た
の
で
あ
る
。

　
秋
葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
は
、
神
仏
分
離
以
前
の
神
仏
習
合
時
代

に
お
い
て
は
、
秋
葉
大
権
現
（
本
来
の
名
称
は
秋
葉
山
三
尺
坊
大

権
現
）
を
祭
神
と
し
て
い
た
。

　
『
秋
葉
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
、
「
秋
葉
山
の
守
護
神
三
尺
坊
大
権

現
は
、
本
地
観
世
音
菩
薩
の
垂
迫
神
と
し
て
信
州
に
生
ま
れ
、
越

後
国
蔵
王
堂
三
尺
坊
で
修
験
の
行
を
積
み
、
飛
行
自
在
の
神
通
力

を
体
得
、
秋
葉
山
に
白
狐
に
乗
っ
て
飛
来
し
鎮
座
し
た
」
と
。
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後
、
三
尺
坊
大
権

現
は
、
尾
張
國
の
円

通
寺
で
参
禅
、
鎮
防

火
燭
（
火
を
操
る
）

の
秘
法
を
会
得
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
火
防
の
神
」
と
し

て
の
信
仰
が
ま
す
ま

す
広
ま
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　
三
尺
坊
の
呼
称
は
、

修
験
の
場
蔵
工
堂
三

尺
坊
に
よ
る
も
の
と
、

身
の
丈
三
尺
に
満
た

な
い
小
人
の
修
験
者
で
あ
っ
た
と
す
る
両
説
が
あ
る
。

　
可
睡
斎
の
秋
葉
山
三
尺
坊
大
権
現
像
は
、
四
肢
に
蛇
を
巻
き
つ

け
た
白
狐
に
乗
り
、
火
炎
の
光
背
を
着
け
た
烏
天
狗
の
立
像
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
頒
布
さ
れ
る
神
札
も
同
じ
像
が
描
か
れ
て
い

る
と
い
う
。
恐
ら
く
当
時
の
安
岐
実
際
禅
寺
に
祀
ら
れ
て
い
た
秋

莫
大
権
現
画
像
も
、
白
狐
に
乗
っ
た
烏
天
狗
の
お
姿
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
権
現
と
は
、
仏
教
用
語
に
よ
る
神
の
尊
号
で
、
諸
神
が
そ
れ
ぞ

れ
菩
薩
の
姿
に
変
え
ら
れ
て
、
お
姿
を
現
わ
し
た
も
の
を
い
う
と

さ
れ
て
い
る
。

　
天
狗
の
名
称
は
、
仏
教
に
由
来
す
る
も
の
で
、
中
国
よ
り
日
本

に
入
り
、
修
験
道
と
結
合
し
て
日
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

容
貌
は
鼻
高
く
山
伏
の
姿
を
な
し
て
お
り
、
飛
行
自
在
の
力
を
持

ち
、
深
山
に
棲
み
、
勧
善
懲
罰
を
行
う
、
神
格
を
有
す
る
山
神
・
　
　
　
一

仙
人
を
さ
す
と
さ
れ
て
お
り
、
鞍
馬
山
の
僧
正
坊
、
秋
葉
山
の
三
　
　
7
6

尺
坊
、
愛
宕
山
の
太
郎
坊
等
を
天
狗
と
呼
ん
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
　
　
　
一

以
降
は
、
修
験
道
の
山
伏
を
天
狗
と
呼
ん
で
崇
め
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。

　
三
尺
防
火
権
現
は
、
身
の
丈
三
尺
の
修
験
者
（
山
伏
）
の
お
姿

で
、
現
世
に
現
わ
れ
た
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。

　
秋
葉
大
権
現
が
、
正
一
位
の
神
格
を
賜
っ
た
の
は
定
か
で
は
な

い
が
、
第
百
十
一
代
後
西
天
皇
（
一
六
五
四
～
ロ
八
六
三
）
宸
筆

の
「
正
一
位
秋
葉
大
権
現
」
の
勅
額
が
、
掲
げ
ら
れ
た
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。



三
　
願
主
及
び
拝
請
使
堀
氏

　
願
主
堀
吉
秋
は
実
在
し
た
人
物
で
、
そ
れ
を
証
明
出
来
る
も
の

と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
堀
助
之
丞
家
の
家
系
に
よ
る
と
吉
秋
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八

七
）
生
ま
れ
、
四
代
助
之
丞
を
嗣
ぎ
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
五

八
歳
で
天
寿
を
全
う
し
て
い
る
。

　
堀
助
之
丞
家
の
檀
那
寺
臨
済
宗
海
宝
山
崇
福
寺
の
現
存
す
る
万

霊
帳
に
は
、
「
学
海
無
参
居
士
　
延
享
元
申
子
年
六
月
　
別
府
助

之
丞
事
」
と
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
お
る
。

　
又
吉
秋
の
墓
石
は
、
三
代
助
之
丞
吉
治
（
吉
秋
の
叔
父
）
の
開

基
に
よ
る
堀
助
之
丞
家
菩
提
寺
黄
聚
宗
蔭
涼
山
萬
松
寺
（
僧
業
海

開
山
）
内
墓
地
に
、
「
心
鏡
院
学
海
無
参
居
士
」
の
法
名
で
先
祖

子
孫
等
の
墓
石
に
囲
ま
れ
て
現
存
し
て
い
る
。

　
拝
請
使
堀
萬
右
衛
門
吉
保
に
つ
い
て
は
、
助
之
丞
家
の
一
族
で

あ
る
こ
と
以
外
は
確
証
を
得
て
い
な
い
。
崇
福
寺
・
萬
松
寺
の
調

査
結
果
、
次
の
仮
説
に
到
達
し
た
。

　
　
（
仮
説
）
萬
右
衛
門
吉
保
は
助
之
丞
吉
秋
の
弟
で
、
五
代
肋
之

丞
吉
孝
の
実
父
。
。
崇
福
寺
万
霊
帳
に
は
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

桂
光
院
月
楸
是
白
居
士
別
府
庄
屋
助
之
丞
父
と
記
さ
れ
て
お
り
、

同
法
名
の
墓
石
は
萬
松
寺
に
実
在
す
る
が
、
塀
に
建
て
掛
け
る
様

な
建
て
方
を
し
て
い
る
た
め
俗
名
の
確
認
が
出
来
て
い
な
い
。

四
　
安
岐
の
実
際
禅
寺

　
安
岐
町
瀬
戸
田
に
あ
り
海
印
山
と
号
し
、
延
慶
五
年
（
一
三
〇

九
）
開
山
。
豊
後
で
は
府
内
萬
寿
寺
に
次
ぐ
臨
済
宗
の
古
刹
で
あ
っ

た
が
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
大
友
家
の
重
臣
田
原
親
貫
の
反

乱
に
よ
る
兵
火
で
焼
失
、
寛
永
九
年
（
ヱ
八
三
二
）
再
建
さ
れ
曹

洞
宗
と
な
る
。

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
杵
築
藩
国
東
部
の
農
民
が
、
国
東
・

武
蔵
・
安
岐
の
庄
屋
や
商
家
に
押
し
入
り
強
訴
に
及
ん
だ
農
民
一

揆
の
時
、
杵
築
藩
取
締
り
役
人
の
詰
所
と
な
っ
た
。

五
　
火
防
信
仰

　
火
は
、
古
代
よ
り
恐
れ
ら
れ
敬
わ
れ
、
人
間
が
万
物
の
霊
長
と

し
て
進
歩
し
た
の
は
、
火
を
扱
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
「
火
の
神
」
を
祀
ら
な
い
民
族
は
無
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。

　
火
防
信
仰
の
本
社
的
な
も
の
に
は
、
秋
葉
神
社
と
愛
宕
神
社
と
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が
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
庶
民
は
、
草
葺
木
造
の
長
屋
に
住
ん
で
い
た
関
係

で
、
火
災
を
最
も
恐
れ
て
お
っ
た
た
め
そ
の
恐
怖
心
で
、
火
防
信

仰
（
秋
葉
山
信
仰
・
愛
宕
山
信
仰
）
は
全
国
各
地
に
流
行
し
、
火

防
神
の
勧
請
が
全
国
津
々
浦
々
に
い
た
る
ま
で
順
送
り
で
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
秋
葉
信
仰

　
江
戸
で
は
、
毎
年
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
、
ハ
代
将
軍
吉
宗

は
享
保
の
大
改
革
で
、
江
戸
町
奉
行
大
岡
忠
相
に
命
じ
て
最
初
に

手
懸
け
た
事
業
が
江
戸
を
燃
え
に
く
い
町
に
す
る
た
め
屋
根
を
瓦

葺
に
、
消
火
の
た
め
に
町
火
消
し
を
、
い
ろ
は
四
八
組
に
編
成
し

て
消
火
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
八
代

将
軍
吉
宗
」
で
衆
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
下
の
江

戸
で
は
「
火
防
の
神
」
秋
葉
山
三
尺
坊
大
権
現
信
仰
が
大
変
な
勢

い
で
広
ま
り
、
そ
れ
は
「
秋
葉
原
」
の
地
名
を
残
す
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
又
、
秋
葉
寺
が
曹
洞
宗
可
睡
斎
の
末
寺
で
あ
り
、
秋
葉
山
上

官
を
支
配
し
て
い
た
関
係
上
、
全
国
の
曹
洞
宗
の
末
寺
は
、
こ
ぞ

っ
て
寺
内
鎮
護
社
と
し
て
秋
葉
大
権
現
を
勧
請
し
た
。

　
全
国
の
秋
葉
大
権
現
社
は
、
火
防
社
と
鎮
護
社
と
を
併
せ
る
と
、

そ
の
数
は
徳
川
末
期
に
は
、
弐
万
七
千
社
を
数
え
る
ほ
ど
だ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
杵
築
実
際
禅
寺
の
秋
葉
大
権
現
も
、
鎮
護
社
と
し
て
勧
請
さ
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。

　
又
豊
後
高
田
市
来
縄
曹
洞
宗
泰
雲
寺
で
は
、
現
在
で
も
田
植
え

が
終
わ
っ
て
か
ら
寺
内
で
、
地
区
の
人
々
が
集
ま
っ
て
踊
る
「
秋

葉
ま
つ
り
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
祭
は
、
泰
雲
寺
の
鎮
護
社
と
し
て
勧
請
さ
れ
た
当
時
の
秋
葉

大
権
現
の
祭
典
が
、
そ
の
ま
ま
の
型
で
続
け
ら
れ
て
お
る
こ
と
と

い
え
る
。

　
宇
佐
風
土
記
の
丘
古
墳
群
最
大
級
で
、
五
世
紀
前
半
に
造
ら
れ

た
福
勝
寺
古
墳
の
後
円
部
頂
上
に
石
刷
が
あ
り
、
そ
れ
に
至
る
古

壇
上
の
参
道
に
建
て
ら
れ
て
お
る
鳥
居
に
は
、
「
秋
葉
大
権
現
」

の
額
束
が
あ
が
っ
て
お
り
、
柱
に
は
寛
政
十
二
庚
申
年
（
一
八
○

○
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
国
造
宇
佐
一
族
の
首
長
墓
と
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
上
に
、
如
何

な
る
理
由
で
、
秋
葉
大
権
現
社
が
祀
ら
れ
た
か
疑
問
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
所
在
が
大
字
高
森
字
福
勝
寺
で
、
小
字
の
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名
称
が
示
す
と
お
り
昔
こ
の
地
に
福
勝
寺
が
あ
り
、
そ
の
鎮
護
社

と
し
て
勧
請
さ
れ
た
の
が
、
古
墳
の
上
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
野
幡
能
先
生
の
「
曹
洞
宗
寺
院
に
つ
い
て
」
『
大
分
百
科
事

典
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
本
県
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
は
、
一
三
七
五
（
天
授
元
年
・
永

和
元
年
）
創
立
の
国
東
泉
福
寺
を
中
心
と
し
た
宇
佐
文
化
圏
に
最

も
多
い
。
宇
佐
市
の
曹
洞
宗
寺
院
は
、
国
東
泉
福
寺
開
由
無
著
の

弟
子
象
山
融
沢
が
、
福
昌
寺
を
曹
洞
宗
に
改
宗
さ
せ
の
が
始
め
だ
っ

た
」
と
あ
る
。

　
曹
洞
宗
福
昌
寺
と
、
小
字
名
に
な
っ
て
お
る
福
勝
寺
と
が
同
じ

寺
院
で
あ
れ
ば
、
古
墳
上
の
秋
葉
大
権
現
社
は
、
福
昌
寺
の
鎮
護

社
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
愛
宕
信
仰

　
愛
宕
神
社
は
、
京
都
愛
宕
山
山
頂
に
愛
宕
太
権
現
（
愛
宕
山
太

郎
坊
）
を
祭
神
と
し
て
鎮
座
す
る
「
火
防
の
神
」
と
し
て
有
名
で

あ
る
。
愛
宕
山
は
、
古
く
よ
り
天
狗
が
住
む
山
岳
修
行
者
の
修
験

霊
場
と
し
て
栄
え
、
本
地
仏
と
し
て
勝
軍
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
お
り
、

愛
宕
地
蔵
と
呼
ば
れ
霊
験
あ
ら
た
か
な
火
防
地
蔵
と
し
て
、
多
く

の
信
者
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
火
事
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
、

又
火
事
が
起
き
て
も
延
焼
し
な
い
よ
う
」
に
と
の
祈
願
を
込
め
た

お
地
蔵
さ
ん
が
、
全
国
各
地
で
造
立
さ
れ
た
。
別
府
の
中
浜
地
蔵
・

大
分
の
生
島
地
蔵
も
、
火
防
地
蔵
と
し
て
の
造
立
で
あ
る
。

　
神
仏
習
合
時
代
の
愛
宕
神
社
の
本
地
仏
は
、
地
蔵
菩
薩
で
あ
る

の
に
対
し
、
秋
葉
神
社
の
本
地
仏
は
、
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。

　
県
下
の
愛
宕
神
社
で
有
名
な
の
は
、
南
部
弥
生
町
の
通
称
尺
間

神
社
の
前
官
と
呼
ば
れ
る
愛
宕
神
社
（
祭
神
は
何
遇
突
智
神
を
主

神
と
す
る
尺
間
神
）
で
、
尺
間
山
頂
の
奥
官
・
尺
間
神
社
の
神
幸

祭
に
は
お
旅
所
と
な
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
天
ケ
瀬
町
高
塚
地
蔵
、
日
出
町
大
神
の
愛
宕
神
社
と

も
に
、
愛
宕
大
権
現
を
勧
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六
　
別
府
の
「
火
の
神
」

　
人
間
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
火
の
神
」
を
祀
る
神
社
が
、
別

府
に
は
何
社
在
る
か
調
べ
て
み
た
。

　
明
治
四
年
、
ハ
幡
竃
門
神
社
宮
司
土
屋
内
彦
氏
の
『
豊
後
国
速

見
郡
神
社
表
』
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
別
府
市
行
政
区
域
内
に
は
、
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当
時
神
社
は
総
数
で
四
〇
六
社
あ
っ
た
。

そ
の
内
「
火
の
神
」
を
祭
神
と
す
る
神
社
は
一
七
社
で
、
祭
神
別

に
分
類
す
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

火
産
宣
命
（
ヒ
ム
ス
ビ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祭
神
と
す
る
社
は
九
社
。

何
遍
槌
命
（
カ
グ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祭
神
と
す
る
社
は
七
社
。

火
男
火
売
神
を
祭
神
と
す
る
の
は
一
社
で
あ
る
。

　
大
分
県
神
社
庁
平
成
三
年
六
月
発
行
『
大
分
県
神
社
名
簿
』
に

よ
れ
ば
、
「
火
の
神
」
を
祭
神
と
す
る
社
は
、
次
の
五
社
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
百
年
前
別
府
市
内
に
一
七
社
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の

後
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
合
併
合
祀
の
や
む
な
き
に
至
っ

た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
　
社
格
　
　
　
社
名
　
　
　
　
場
所
　
　
　
祭
神

　
　
県
社
　
火
男
火
売
神
社
　
大
字
東
山
　
火
之
加
具
土
命
外

　
　
村
社
　
秋
葉
神
社
　
　
　
大
字
別
府
　
何
遍
槌
命

　
　
村
社
　
愛
宕
神
社
　
　
　
大
字
別
府
　
何
遍
槌
命

　
　
村
社
　
秋
葉
神
社
　
　
　
大
字
浜
脇
　
何
遍
槌
命

　
　
村
社
　
霧
島
神
社
　
　
　
大
字
東
山
　
彦
火
迩
々
杵
命

明
治
初
年
太
政
管
令
（
神
仏
分
離
に
つ
い
て
）
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ま
で
の
秋
葉
大
権
現
社
は
秋
葉
神
社
。
愛
宕
大
権
現
社
は
愛
宕

神
社
と
な
っ
た
。
又
祭
神
の
秋
葉
山
三
尺
防
人
権
現
が
徊
遇
突
智

命
に
、
愛
宕
山
太
郎
坊
大
権
現
は
火
産
霊
命
と
改
め
ら
れ
た
が
、

中
に
は
神
社
名
と
祭
神
と
が
一
致
し
な
い
神
社
が
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
神
仏
分
離
の
届
出
の
時
点
の
手
違
い
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

七
　
秋
葉
大
権
現
の
創
建

　
　
『
豊
後
国
速
見
郡
村
誌
』
『
神
社
明
細
帳
』
の
秋
葉
神
社
に
つ

い
て
の
項
を
抜
粋
し
て
記
し
て
み
る
。

　
『
豊
後
国
速
見
郡
村
誌
』
の
項
に
は
、

　
秋
葉
神
社

　
　
　
　
　
村
社
　
社
地
東
西
弐
拾
弐
間
三
尺
南
北
六
間
面
積
弐

　
　
　
　
　
畝
拾
四
歩
村
ノ
中
央
字
南
町
上
ニ
ア
リ
呵
具
槌
命
ヲ

　
　
　
　
　
祭
ル
明
和
元
年
甲
申
六
月
勧
請
ス
祭
日
二
月
十
八
日

『
神
社
明
細
帳
』
の
項
に
は
、

小
社

村
社

　
秋
葉
神
社

-
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一
　
　
祭
神
　
祠
具
槌
命

　
一
　
　
由
緒
　
明
和
元
年
甲
申
六
月
鎮
座
明
治
六
突
四
年
村
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
列
セ
ラ
ル

　
ー
　
　
神
殿
　
竪
二
尺
五
寸
　
横
二
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
素
屋
竪
二
間
　
　
横
一
間
三
尺

　
一
　
　
拝
殿
　
竪
弐
間
　
　
　
横
弐
間

　
一
　
　
境
内
　
七
拾
四
坪
　
　
　
官
有
地
第
一
種

　
一
　
　
信
徒
　
弐
千
八
百
人

　
一
　
　
管
轄
廳
迄
三
里

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
『
豊
後
国
速
見
郡
村
誌
』
（
明
治
一
八
年
）
　
・
『
神
社
明
細
帳
』

・
『
別
府
市
誌
』
（
昭
和
五
九
年
）
は
、
と
も
に
創
建
を
明
和
元

年
（
一
七
六
四
）
と
し
て
い
る
。

　
神
社
境
内
地
に
、
享
孫
一
七
年
（
一
七
三
二
）
南
石
垣
矢
田
氏

（
石
垣
東
矢
田
内
科
医
院
矢
田
希
一
郎
先
生
の
祖
先
）
が
奉
納
し

た
手
水
鉢
が
現
存
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
地
が
霊
地
と
し
て
、

祭
祀
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
又
、
創
建
を
明
和
元
年
と
し
た
場
合
、
創
建
願
主
吉
秋
は
既
に

二
〇
年
前
に
死
亡
し
て
お
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
秋
葉
神
社
の
創
建
を
明
和
元
年
と
す
る
説

は
間
違
い
で
、
海
門
寺
丁
山
和
尚
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
る
享
保

一
〇
年
が
、
正
し
い
創
建
年
で
あ
る
。

　
秋
葉
神
社
の
境
内
地
は
、
東
西
二
二
間
三
尺
、
南
北
六
間
で
面

積
七
四
坪
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
古
く
よ
り
現
在
地
の

如
く
変
形
し
た
社
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
享
保
一
〇
年
の
創
建
時
、
な
ぜ
社
地
を
方
形
に
し
な
か
っ
た
か
、

そ
の
疑
問
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
歴
史
発
見
」
を
視
て
解
け
た
。

　
現
在
、
江
戸
時
代
の
街
道
筋
は
商
家
が
建
ち
並
び
、
多
く
の
人

が
買
物
し
た
り
立
ち
話
を
し
て
い
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
誤
り
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
い
ざ
と
い
う
時
、
人
員
物
資
の

移
動
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
た
め
、
街
道
筋
に
は
家
屋
の
建
築
は

勿
論
、
街
道
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
お
も
厳
し
く
禁
止
し
て
い
た
と

解
説
が
あ
っ
た
。

　
秋
葉
神
社
の
社
地
も
西
海
道
の
街
道
筋
に
創
建
し
た
た
め
、
幕

府
の
ご
法
度
で
や
も
え
ず
現
在
の
ご
と
く
変
形
に
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
な
お
、
境
内
社
に
稲
荷
社
が
あ
る
。
『
別
府
市
誌
』
（
昭
和
八
年

版
）
に
よ
る
と
、
「
も
と
も
と
字
南
町
下
に
、
祭
祀
さ
れ
て
い
た
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村
社
稲
荷
社
・
祭
神
倉
稲
魂
命
　
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
創

建
は
、
明
治
三
二
年
合
併
許
可
を
得
て
、
同
年
一
一
月
秋
葉
神
社

境
内
地
に
合
併
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

八
　
安
政
の
大
火

　
別
府
村
民
挙
っ
て
、
「
火
防
の
神
」
と
し
て
勧
請
創
建
さ
れ
た

秋
葉
大
権
現
の
お
膝
元
仲
町
で
は
、
創
建
よ
り
一
三
二
年
後
の
安

政
四
年
（
一
八
五
七
）
　
こ
一
月
一
九
日
に
出
火
し
た
火
災
は
、
西

風
に
煽
ら
れ
瞬
く
間
に
十
四
軒
が
焼
失
す
る
大
火
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
別
府
村
の
住
民
に
「
な
ぜ
霊
験
が
及
ば
な

か
っ
た
か
」
…
…
と
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
あ
る
い
は
「
一
四
軒
に
留
ま
っ
た
の
は
神
慮
の
た
ま
も
の
」
…
…

と
感
謝
し
益
々
信
仰
を
た
か
め
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
後
は
大
火
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

今
日
ま
で
無
事
平
穏
に
暮
ら
せ
え
た
こ
と
は
、
秋
葉
神
社
神
霊
の

お
加
護
に
よ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
別
府
の
お
も
だ
っ
た
神
社
の
勧
請
創
建
主
（
私
説
）
を
記
し
て

み
る
と
、
火
男
火
資
神
社
鶴
見
社
は
鶴
見
氏
同
御
嶽
社
は
真
言

宗
修
験
者
、
ハ
幡
竃
門
神
社
は
宇
佐
弥
勒
寺
、
ハ
幡
朝
見
神
社
は

大
友
能
直
、
御
霊
社
は
竜
門
氏
、
ハ
幡
石
垣
神
社
は
諏
訪
神
社
の

祝
氏
、
南
立
石
天
満
天
神
社
は
将
軍
足
利
義
政
、
住
吉
神
社
は
船

頭
の
永
井
右
京
、
朝
見
八
坂
神
社
は
時
の
天
皇
の
命
に
よ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
創
建
主
は
時
の
為
政
者
や
権
力
者
で
あ
っ
た
り
、

子
孫
が
祖
先
崇
拝
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
特
定
の
人
物
が
報
恩
の

た
め
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
の
に
、
秋
葉
神
社
は
別
府
村
々
民
の

現
世
利
益
を
願
っ
て
の
総
意
に
も
と
づ
き
創
建
さ
れ
た
特
筆
す
べ

き
神
社
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

参
考
資
料

　
神
道
辞
典
　
神
社
辞
典
　
仏
教
辞
典
　
大
漢
和
辞
典

　
日
本
の
神
々
　
大
分
の
神
々
　
神
社
と
信
仰
　
神
社
明
細
帳

　
豊
後
国
速
見
郡
神
社
表
　
大
分
県
神
社
名
簿
　
別
府
市
誌

　
大
分
県
の
地
名
　
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
文
化
財
講
座
他
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